
安全管理規程第13条

事故、災害等に関する報告連絡体制

報告・連絡体制

現　　地 各　箇　所 本　　　社

共同運行会社

常務取締役
安全推進部長
安全統括管理者

取締役運輸部長

運輸副部長

常務取締役
総務部長

【関係機関】
警察署
消防署
病院等
運輸支局

社　長

総務副部長

総務・経理課長代理

運輸部 総務部

【営業所】
運行管理者
整備管理者

【現場】
運転士等

乗車券発券所
予約センター

安全推進部


